
農地中間管理事業は、農地の貸し借りの手法の一つです。
制度や手続き内容をお知らせするため、説明会を開催します。

皆様のご参加をお待ちしております！

開催日時：奇数月１５日（土日祝の際は翌開庁日）１５時～１６時

開催場所：本庁舎７階７G会議室
※変更が生じた際は、ご連絡いたします。

実施内容：農地中間管理事業とは何か、提出書類の書き方 など

対象者：川越市内の農地の貸付・借受を検討されている方等。
貸借手続き希望の有無にかかわらず、「まずはどんな制度か
知りたい」という方も参加可能です。
お気軽にご参加ください。

参加方法：予約制（電話もしくは、ＬｏＧｏフォーム）
最少催行人数５名、上限人数１２名
予約期限は開催月の前月末日まで。
最少催行人数に満たない場合、不開催の旨連絡いたします。

申請（お問い合わせ）先
農政課 経営支援担当（ＴＥＬ）０４９－２２４－５９３９

農地中間管理事業説明会


